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デザインで自社を変えたい。でも、どうやって始めれ
ばいいのかわからない。そんな悩みを抱えるみなさ
んのために、中小企業とデザインの接点になる事例
を紹介し、デザイン導入に向けての第一歩を踏み出
すヒントとノウハウをお伝えします。

デザインのきっかけ
中小企業がデザインに踏み出すための第一歩を探る

隔月連載

   

1 労働法上の管理監督者
　そもそも、なぜ管理職には残業代を支払わ
なくても良いのでしょうか。
　労働基準法には「事業の種類にかかわらず
監督若しくは管理の地位にある者又は機密の
事務を取り扱う者」（41条2号）には、「労働時
間、休憩及び休日に関する規定は・・・適用しな
い」（同条柱書）と規定されています。この規定

が、一般の従業員と異なり管理職には労働時間の制限が
及ばないこと、すなわち、残業代を支払う必要がないこと
の根拠となっています。
　労働基準法41条2号の定める、「監督若しくは管理の
地位にある者」のことを、通常「管理監督者」と呼びます
ので、以下の文章でもそのように記載することにします。

2 企業の定める管理職と、労働基準法の定
　める管理監督者との違い
　企業がどのように人事体系を定めるかは、基本的には
企業の自由です。したがって、御社が課長以上の役職に
就いている従業員を管理職と定めること自体には何の問
題もありません。
　しかし、労働基準法の管理監督者の範囲は法律上定め
られているものですので、御社がどのように管理職の範
囲を決定するかと、当該従業員が管理監督者に該当する
か否かは、全く別の問題ということになります。
　そして、残業代を支払う必要がないのは、労働基準法
の定める管理監督者ですから、管理監督者でない従業員
については、御社が管理職として定めているか否かにか
かわらず、残業代を支払わなければならないのです。

３ 管理監督者の範囲
　では、御社の課長は、労働基準法の定める管理監督者
に該当するのでしょうか。
　管理監督者の該当性が争われた裁判例を見ると、ある
従業員が管理監督者に当たるか否かについては、①経営
者との一体性、②労働時間の自由裁量性、③十分な待遇
の３つの要素を大きな判断基準として判断が行われてい
る裁判例が多数を占めており、たとえば、レストランや

ファーストフード店の店長、建設会社の現場監督などに
ついて、管理監督者には該当しないとの判断が下されて
いるものがあります。
　また、厚生労働省労働基準局長による「基本通達」で
は、管理監督者とは、「一般的には、部長、工場長等労働条
件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立
場にある者」であるとされています。
　そこで、御社の課長についても、たとえば、①人事考課
や採用・解雇等の人事権限が全くない場合や、②タイム
カードにより勤務時間が明確に定められており、遅刻や早
退等をした場合には減給や人事考課上の不利益を受け
ることになっている場合、③実労働時間などを考慮する
と企業内の一般労働者と比べて優遇した賃金を貰ってい
ないような場合には、労働基準法の定める管理監督者に
該当しないと判断され、御社に残業代の支払義務が認め
られる可能性が高くなります。

4 御社の取るべき対応
　万一、御社の課長が管理監督者とはいえない場合の対
応策を考えてみましょう。
　御社としては、基本的に労働基準法に基づき、時間外
労働、休日労働等についての割増賃金を支払うというこ
とにならざるをえないでしょう。
　ただし、このような対応は人件費の大幅な増加を招き
かねません。今後の人件費対策、たとえば、役職手当につ
いて、その一部を割増賃金として支払うように賃金規定
を変更することなども、併せて検討する必要があるでしょ
う。
　また、現在の課長職が管理監督者であるとまではいえ
ないものの、それにかなり近い状況にあるといえるので
あれば、課長職の権限を増やしたり、待遇を改善すること
も考えられます。
　いずれにせよ、実質的には管理監督者に当たらない従
業員を管理監督者として扱っている場合には、従業員か
ら未払い残業代や、追徴金を請求されるおそれがありま
す。
　御社の管理職が管理監督者に該当しているか否かに
ついて、早急に検討することが必要でしょう。

　先般、当社の課長から残業代を請求されました。
現在、当社では課長以上の管理職については残業代を支払っておりませんが、管理職についても残業
代を支払わなくてはならない場合があるのでしょうか。
また、現在、課長にも残業代を支払わなくてはならない状況となっているのであれば、今後はどのよう
な対応を取るべきなのでしょうか。

転ばぬ先の法律相談転ばぬ先の法律相談
吉岡･辻･楠部法律事務所　弁護士　吉岡桂輔

管理職と残業代

質 

問

回
答

企業とデザイナーを結ぶ“新しい見本市”
「スミファ」「おおたオープンファクトリー」の事例から探る

　中小企業がデザイナーと出会う
ためには、これまでデザインセミ
ナーやデザイン関連の展示会に足
を運ぶことが一般的でした。しかし
最近では、デザイナーと中小企業を
対象にした地域単位の小規模イベ
ントが増えています。
　その中のひとつ、昨年から墨田区
で始まった「スミファ すみだファクト
リーめぐり」は、地域の町工場を広く
公開するイベントです。そこで人気
となったプログラムの一つが、デザ
イナーのための工場見学ツアーで
す。実行委員会の三田大介さんは
「町工場には以前からデザイナーや
アーティストから『工場見学させて
ほしい』という問い合わせがあり、個
別に対応していました。ものづくり
に興味を示す方々の中でも、仕事の
パートナーになりやすいデザイナー
にターゲットを絞ってツアーを企画
したところ、工場と参加者双方から
人気となりました」と話します。
　大田区で一昨年から始まった「お
おたオープンファクトリー」も、おな
じく地域ぐるみの町工場公開・体験
イベントです。実行委員会の田中裕
人さんは「デザイナーに頼むのでは
なく、デザイナーに興味を持っても
らう。地域プロジェクトはそのきっか
けになると思います」と話します。ま
た、「もし、ものづくり企業が現状を
変え、特に自社商品の開発を視野に

入れたいのなら、まずは多様な意見
に触れるために自分の業界の外に
いる人と触れ合うべき。受発注だけ
を目指すのではなく、ノウハウを学
び取ることが重要です」と話されて
いたのも印象的です。
　最終的にはビジネスに結びつけ
るためですが、まずは参加すること
で協働のためのノウハウを能動的
に身につけることが重要です。短期
的な利益のためではなく、長期的な
取り組みの足掛かりにする気持ちで
なければ、交流イベントに参加する
意味も薄れてしまうでしょう。
　ここで紹介した以外にも、行政や
地域の有志たちの活動により、都内
だけでも同様のイベントやセミナー
などが増えています。小さくても
テーマ性を持って開催されるイベン
トは、参加者同士をつなぐ「新しい
見本市」の形かもしれません。
　あなたの周りでは、こうしたイベ
ントは立ち上がっていませんか？も
し無かったとしても、これらは中小
企業が主役となるものですから、周
囲の仲間とともに立ち上げに挑戦
することだってできるのです。まず
は一度、既存のイベントに足を運ん
でみてはいかがでしょうか。

事業戦略支援室
デザイン導入・活用支援事業
アドバイザー　福本創平
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公社トップページ　→　公社事業案内　→　デザイン支援事業

事業戦略支援室　デザイン導入・活用支援事業担当
TEL：03-3832-3660　E-mail：senryaku@tokyo-kosha.or.jp

スミファ すみだファクトリーめぐり
「ものづくり」の伝統が息づく墨田区で昨
年始まった催し。テーマごとの工場見学
ツアーのほかにも、各種企画が行われ
る。次回は11月8日（金）、9日（土）に開催
予定。
http://www.sumifa.jp/

おおたオープンファクトリー
製造業・加工業などが集まる、都内有数
の地域である大田区で2011年から実施
されている、街ぐるみの工場公開イベン
ト。今年は10月26日（土）に開催予定。
http://www.comp.tmu.ac.jp/ssm/mon
o/openfactory.html

どちらの催しでもデザイナーやクリエイ
ターなどを対象とするツアーが行われ、
毎回定員を上回るほどの申し込みがあ
るという（写真は昨年の「おおたオープ
ンファクトリー」の様子）。
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